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要約
飲酒運転を予防することは，交通安全上重要な問題である．飲酒運転とみなされる血中アル

コールの濃度の基準を厳しくすることによりある程度の抑止力になり飲酒運転による死亡事故

は減少するが，効果には限界があり，常習的違反者や若年齢層といった高リスクの集団への対

応が問題となる．懲役刑や罰金といった厳罰を科す方向のみでは，飲酒運転を抑止し再犯を防

ぐという面においては不十分であり，免許停止や取り消し処分についても効果があるのは運転

が出来ない期間のみに限定されている．高リスクの集団に対しては行動変容をもたらすような

教育やアルコール依存症の治療プログラムへの参加といった対策も有効である．また近年はア

ルコールインターロック装置を取り付けさせるといった自動車そのものへの取り組みも行われ

ている．いずれの対策においても単独では効果が弱く，複数の対策を組み合わせて行うことが

有効である．

A．総説
1．緒言

飲酒運転とみなされる血中アルコール濃度の基準の強化や懲役刑などの厳罰化を求める声は

大きい．厳罰化により飲酒運転はある程度の減少傾向は認めるが限界があり，違反を繰り返す

常習的違反者や若年齢の運転者といった高リスクの集団への対応が問題となる．厳罰化のみで

は効果が不十分であり，飲酒運転の違反者の中には潜在的にアルコール依存症の基盤があるも

のや，飲酒運転に関しての知識を持っていないというような個人の要因もあり，その要因にあ

わせた教育プログラムや治療プログラムを行っていくことも必要である．また最近の傾向とし

てはアルコール・インターロック装置を取り付けさせるといった自動車そのものへの対処も行

われており，それらの対策と効果についてもあわせて報告する．

2．血中アルコール濃度の基準

各国において飲酒運転に対しての対策として血中アルコール濃度の上昇とともに事故の危険

性を増すことから，血中アルコール濃度が法律で定められた基準以上の状態で運転することを

飲酒運転とする法律がそれぞれの国で制定されている（表1参照）．各国において，血中アル

コール濃度は0％から0.08％の間で制定されており，日本は0.03％と比較的厳しい基準で制定

されている1）．

国によって種々の基準があるが，現在定められている血中アルコール濃度の基準を強化し引

き下げることは，飲酒運転を抑止することにつながり，飲酒に関連した交通事故を減らすこと

につながる2）．

スウェーデンにおいて，1990年に血中アルコール濃度の基準を0.05％から0.02％へ引き下げ
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たところ，飲酒運転に関連した死亡事故が10％減少したという報告 3）やフランスにおいて

0.05％に引き下げることにより4％の減少，ベルギーにおいて1994年に0.05％にしたところ，

1995年には10％，1996年には11％減少した4）．いずれの国においても引き下げられた当初は，

運転者は逮捕される危険性を考えるため，飲酒運転に対して抑止効果を認めるが，徐々に実際

には逮捕される可能性が少ないと感じ始め効果が減弱すると言われている4）．

3．飲酒運転の取り締まり

血中アルコール濃度の基準の強化だけではなく，実際に飲酒運転により逮捕されるかもしれ

ないという危険性を運転者に感じさせることも飲酒運転を抑止することにつながるため，実際

に飲酒運転を行っている運転者を摘発していく手段が重要になる．一時的に重点的に警察等に

よるパトロールを行うことも有効ではあるが，その抑止効果は一時的であり，重点的に行った

時期のみにとどまる．また警察官は一般的にスピード違反やそのほかの違反を犯した時に，飲

酒運転を行っている運転者と会うことが多いが，飲酒をしているかどうかを見分けるような特

別な訓練を受けていなければ，約半数の飲酒運転を行っている運転者を見逃してしまうといわ

れており，結果として逮捕率は低くなってしまう．そのため警察官による主観的な判断だけで

はなく，呼気アルコール測定器を使用し，飲酒運転の検査の客観性や可視性を高めることも行

われている．アメリカにおいて，呼気アルコール測定器を採用している州としていない州では，

している州の方が死亡事故のうち飲酒運転による比率が低いという報告もあり有効である5）．パ

トロールではなく，特定の地点において飲酒検問を実施することも有効であるが，警察官が飲

酒運転を疑いアルコール検査を勧めるが運転者の意志で検査を拒否できたり，飲酒運転を疑っ

た運転者にのみ検査をするというやり方であれば抑止効果は弱まってしまう．オーストラリア

では実際に飲酒運転を行っている運転者のうち，10％以下しか検査に同意が得られなかったと

いう報告もある6）．

代替手段としては，無作為に呼気アルコール検査（Random Breath Testing:RBT）を行う

ことが有効である．オーストラリアやニュージーランド，一部のヨーロッパの国で行われてい

るが，この検査においては運転者は，何も違反を犯していなかったとしても無作為に強制的に

検査を受けさせられる．オーストラリアでは82％の運転者が以前に検査を受けたことがあると

答え，イギリスでは16％，アメリカでは29％の運転者が検査を受けたと答えている4）．オース

トラリアにおいてはRBTを行うことにより飲酒に関連した交通事故が36％減少し7）,ビクトリ

ア州では，1977年には死亡事故のうち飲酒運転による事故の比率が49％であったが，RBTを

行うことにより1992年には49％と減少を認めた4）．このように従来の飲酒検問とRBTとを比

較すると，RBTの方がより効果的であると考えられ，一度呼気アルコール検査を受けた運転者

にとっては，検査を受けたことが記憶に残り再度検査を受ける可能性があることを意識するこ

とにより飲酒運転を抑止することにもつながる4）．

4．懲役刑及び罰金

刑罰を厳しくすることにより飲酒運転を抑止できると一般的には考えられている．しかし，

懲役刑や罰金の飲酒運転を抑止する効果については限定的なエビデンスしかない8-10）．懲役刑に

ついての調査はほとんどなく，飲酒運転に対して懲役刑の判決が増加することにより，司法制

度にとっては負担が大きくなりすぎる面もある．懲役刑や罰金の将来の再犯を防げるかどうか

についてのエビデンスも乏しいが11），懲役を科すことが無意味であるということではなく，執



林　　　竜　也104

行猶予中に問題があった場合に罰則を与えるということも可能になり，また治療プログラムへ

導入する機会や参加する上での動機付けにもなり，結果として再犯率を減少させる12,13）．アメリ

カのメリーランド州においては，48時間の留置の後に，仕事が終わってから集団療法へ参加す

ることを中心とした28日間の治療プログラムへの参加を義務づけることにより，再犯率を75％

減少させたという報告もある14）．

罰金についても懲役刑と同様に抑止効果についてのエビデンスは乏しい．違反者が困窮して

いた場合などにおいては，払われるまでに長期間を要したりあるいは払われない場合もある．

しかし，罰金を科すことにより，呼気アルコール検査機器の導入に要する費用などといった飲

酒運転予防対策を行っていくうえでは，財政面の助けになるというメリットはある．

5．若年齢層への対策

1）教育による効果

若年齢層は潜在的に飲酒運転を行う高リスクの集団と考えられている．そのため，若者に対

しての飲酒運転についての教育を行い，飲酒運転を行わせないようにしようという試みは各国

で行われており，自己報告による飲酒運転についての行動や知識の程度について教育により改

善が得られたとする報告15）があり，特に若者同士でのお互いに介入を行わせることによりその

教育効果は高まる16）．

2）血中アルコール濃度の基準の強化

若年齢層の運転者はアルコールの影響を受けやすく，飲酒運転により事故を起こす可能性が

高いことから，飲酒運転の血中アルコール濃度の基準を一般運転者よりも厳しく0.2g/lに引き

下げ，実質0とする法律（Zero-tolerance laws）も施行されている．アメリカにおいては若年

齢層の基準を強化した州では，平均して死亡事故のうち飲酒運転による事故の比率は約17％減

少した17）．

3）運転免許取得可能年齢等

運転免許取得可能年齢については英語圏では伝統的に低年齢であり，国によっては14歳とし

ているところもあるため取得できる年齢を上げることも有効である．アメリカでは州において

免許取得可能年齢は異なっているが，17歳に引き上げることにより16歳の運転者の死亡事故が

65％から85％減少した州もある．しかし，アメリカにおいては免許取得可能年齢をあげる試み

は一般的ではなく，10代の運転者については夜間の運転が出来ないといった限定的な免許の交

付や，上記のように血中アルコール濃度の基準を強化するといった対策が一般的である4）．

4）最低飲酒年齢

若年者への対策として最低飲酒年齢（minimum legal drinking age）を引き上げることも対策

としてなされている．アメリカでは1988年6月以降，飲酒が合法とされる年齢を21歳に引き上

げる法律（the Minimum Legal Drinking Age－21 law:MLDA-21）をすべての州において施行

しており，21歳以下にアルコールの消費，購入を禁止している．

最低飲酒年齢を引き上げることの効果については様々な調査がなされているが，アメリカに

おいてMLDA-21の制定により，死亡事故率が低下するという報告を多く認める18）．Fellらによ

る最近の研究においても，MLDA-21が制定されることにより1982年から1990年の間の21歳以
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下の運転者による死亡事故のうち，飲酒運転によるものをよらないものと比較して約11％減少

させたと報告している19）．NHTSAによると，MLDA-21が施行されたことにより18歳から20

歳の死亡事故を平均して約13％減少させており，結果として2003年から2007年の間に毎年約

900人の人命が，1975年からでは合計26333人の人命が助かったとしている20）．

一方ヨーロッパ諸国では最低飲酒年齢は16歳から18歳，カナダにおいては18歳から19歳，

オーストラリアやニュージーランドでは18歳とされ，アメリカよりは低年齢に設定されている．

特にニュージーランドにおいては1999年に20歳から18歳に最低飲酒年齢を引き下げているが，

引き下げの前後における人口1万人当たりの飲酒運転事故による負傷者数の変化率を，20歳か

ら24歳の男性の集団を対照集団として，18歳から19歳の男性集団と15歳から17歳の男性集団

と比較した．いずれの集団についても負傷者の比率自体は減少していたが，引き下げの影響を

一番受けると考えられる18歳から19歳の集団において，事故の減少率が20歳から24歳の男性

の集団と比較して12％低く，15歳から17歳の男性集団についても14％低くなっている21）．

6．飲酒運転の再犯予防及び常習的違反者への対策

1）運転免許停止及び取り消し

飲酒運転の再犯を防ぐことも重要な課題である．再犯を予防する上で車を運転すること自体

を制限することも有効である．一般的には飲酒運転の違反に対し，運転免許停止や免許取り消

しといった方法がとられることが多い．通常は初回の違反者については3ヶ月程度の免許停止

となることが多く，2回目の違反の場合には，より長めの免許停止期間となり，さらに複数回

の違反を重ねた場合には免許取り消しとなり，新しく免許を取得することが必要となることが

多い．免許停止や取り消しは，飲酒運転の再発予防の面で有効な手段ではあるが，教育や治療

プログラムと組み合わせないと部分的な効果にとどまることが多い．停止や取り消しの期間だ

け再犯予防効果はあるが，再度運転可能になるとすぐに再犯しやすく，免許停止や取り消し期

間中にも関わらず運転を行う集団も存在し，効果はより短期間となることもある10）．実際に50

から75％の飲酒運転の違反者が，免許停止中に運転したことがあると報告している8）．もし停

止されている免許で運転を行っていたとしても，警察によりその他の違反などで免許の有無が

確認されるまで見つけることが困難であり，長期間免許停止や取り消し期間があったとしても

飲酒運転の再犯を防ぐ上では十分とはいえない．また免許停止となった運転者のうち大多数は

停止期間が終わったあとも免許を再度有効にしない．カリフォルニア州においては，100万人

の免許停止処分を受けた人間のうち，たった16％だけが免許を再度有効にした．免許を再度有

効にするのに費用が高額であることも理由としてもあげられるし，停止期間中に逮捕されるこ

ともあまり心配していないということもある22）．

違反で逮捕されてから，免許が停止されるまでの期間も速やかに行わなければ，その間は運

転を行うことが可能となるため，迅速に行うことが必要である．アメリカにおいてはその場で

警察が免許証を没収することが可能となっている州もある．

2）教育，治療プログラム

飲酒運転は，個人個人の要因（アルコールの運転に及ぼす影響についての知識を持っていな

いことやアルコール依存症等の障害を有しているなど）に基づいて行われる．再犯を防ぐため

にはそれぞれの要因を変えていくことも有効であるため，教育や治療プログラムを飲酒運転の

違反者に対して行っている国も多い．アメリカにおいては，初回の違反者の場合には問題飲酒
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者かどうかの評価を行い，そうでなければ比較的短期間の教育プログラムへ導入され，問題飲

酒者である場合にはもっと重点的なアルコール依存症の治療へ導入される23）．初回の違反者の

場合は，一般的に教育プログラムやカウンセリングへ参加することにより，免許停止の期間が

短くなる機会もあたえられる．教育プログラムは，アルコールについての重要な情報（アルコー

ルの運転に与える影響や，アルコール摂取量と血中アルコール濃度の関係，飲酒運転に関する

法律）を違反者に提供する．またこれらのプログラムは，飲酒をしたときに運転をせずに帰る

ようなスキルトレーニングの内容も含んでいる場合もある．教育プログラムは大抵初回の違反

者に対して行われ，アメリカの各州においては10時間から14時間行われることが多い．教育

プログラムの評価としては，有効であるとの報告はあるが，対照群をきちんと定められた研究

はなく，教育プログラム単独のエビデンスはほとんどない 24）．被害者衝撃パネル（Victim

Impact Panel）という，訓練を受けた進行役のもとで行われる飲酒運転の被害者を代表する

人々と違反者との構造化されたカンファレンスが行われる場合もある．しかしVictim Impact

Panelが，他の従来の司法的な手段と比較して有効であるというエビデンスはほとんどない25）．

問題飲酒者は，アルコール乱用やアルコール依存症に対しての治療プログラムへ導入される

こともある．飲酒運転での逮捕がきっかけでアルコール依存症の治療へ導入された患者も多い．

これらのプログラムは，教育プログラムよりも広範で重点的な介入が行われ，一般的に再犯者

が導入されることが多い．アメリカにおいて飲酒運転の違反者はthe Michigan Alcoholism

Screening Test（MAST）やthe Mortimer-Filkins structured interviewなどといった，アル

コール問題についてのスクリーニングを行うことにより約1/3が問題飲酒者とされ，3ヶ月から

6ヶ月の治療プログラムに導入されている26）．飲酒運転の違反者を治療プログラムへの参加を

動機付けるために，治療プログラムの参加に同意することにより運転免許を保持することが許

される場合もある．運転免許を保持したまま治療プログラムへ参加した群と，免許停止だけを

受けた群との比較では，免許停止を受けた群の方が後の事故率は低かったとの報告もあるため
27），免許停止のように運転そのものを制限することが有効な面もある．しかし，治療プログラ

ムは終了後も再発予防効果が持続することが期待できるが，免許停止は期間が終了すれば効果

は期待できない．そのため，最近ではアメリカにおいては免許停止処分と治療プログラムとを

組み合わせて行われることが多く，2回目の違反者を18ヶ月の治療プログラムと観察期間及び

免許停止を組み合わせた群と免許停止のみを受けた群とで比較した研究では，約30％再犯率が

低下したという報告もあり有効である28）．

Wells-Parkerらの研究では，215人の1955年から1992年までの飲酒運転違反者に対しての治

療的介入についてのメタ解析を行い，介入法を7つのカテゴリー（①教育②精神療法あるいは

カウンセリング③伝統的なアルコール依存症の治療④AAへの参加⑤ジスルフィラムの投与⑥

保護観察処分⑦それぞれを組み合わせた介入）に分類し評価したところ，組み合わせた介入法

により，7から9％程度飲酒運転の再犯率を低下させた24）．またオーストラリアのニューサウス

ウェールズ州においても，18歳以上の飲酒運転の再犯者に対し，保護観察処分と組み合わせる

形で集団教育や認知行動療法と個人面接を組み合わせた治療プログラムにより，終了から2年

の再犯率を43％下げたという報告がある29）．このように従来の司法的な介入と治療プログラム

を組み合わせることは有効な手段である．

7．自動車そのものへの対処

免許停止や免許取り消しだけでは，運転そのものを止める効果は十分ではないため，法廷は
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高リスクの違反者については車そのものを運転できないようにするようになった．たとえばオ

ハイオ州では，3～6ヶ月間自動車を没収する，あるいは使用不能にするプログラムを行い，再

犯率が低下したとの報告もある．しかしこの方法では，違反者が所有者が別の人物である車を

運転している場合もあり，このような場合には所有者が違反者に運転させないということに同

意させ返却される場合が多く，効果が不十分な場合もある．最近ではその他にアルコール・イ

ンターロック装置を車に取り付けるといった方策がとられるようになった．

1）アルコール・インターロック装置の取り付け

飲酒運転の違反者が飲酒時に運転できないように，運転前に運転者が呼気を吹き込み，アル

コールを検知すると，エンジンがかからない装置（アルコールインターロック装置）を車に取

り付けることも行われており，免許停止処分より，アルコールインターロック装置を取り付け

させる方が再犯率は低くなるという報告もあり，飲酒運転を防ぐという意味では有効な方法で

ある30）．しかし，装置が一度取り外されると同様の再犯率に上昇する．また免許停止かインター

ロック装置の取り付けを選択する場合において，10％以下の違反者しかインターロック装置の

取り付けを望まなかった．そのため，拘留を科す代わりに装置を取り付けさせるといったよう

に，装置を取り付けるよう動機付けることも有用である．

2）自動車を使用不能にする

もっと厳しい対応としては，車そのものを使用することができないようにする処置をとるこ

ともある．ほとんどが複数回の違反歴のある運転者に対して行われ，再犯率を低下させている
31）．アメリカのミネソタ州においては，3回目の飲酒運転の違反時に警察がナンバープレートを

没収することが出来，運転者は免許が再度有効になるまで他の車を登録し，ナンバープレート

を再度手にいれることが出来ないという取り組みも行われており，これについても再犯率は低

下している32）．

8．懲役刑に代わる試み

比較的最近の手段としては，自宅監禁（法廷が許可した活動や仕事に行く以外には外出を制

限する）という方法がとられることもある．自宅監禁は通常拘留の代わりに行われることが多

く，留置所が常にいっぱいの状態であるアメリカにおいては有効な方法である．拘留期間は拘

置所に拘留される期間よりも長期間である場合が多く，ロスアンゼルスにおいては平均88日間

行われ，これにより再犯率が1/3に下がった33）．

9．メディアキャンペーンによる効果

飲酒した後に運転をすることをやめさせるために，種々のメディア等を使ってのキャンペー

ンも行われており，アルコール類を供給する側である店への教育等も行われている．飲酒運転

に関する法律はメディアを使って公表することも重要であり，新しく施行された法律の効果を

メディアキャンペーンを行うことにより2倍にする34）．

10．指名ドライバーと運転代行プログラム

飲酒運転で逮捕された600人に対して面接を行い，以前飲酒運転を行ったときの状況を確認

したところ，飲酒運転を避けることが出来ないような状況で飲酒していた35）．そのため代替輸
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送手段を準備することも有効である．グループで飲酒をする場合に，飲酒をしないという運転

者を事前に決めておくという方法（Designated driver：指名ドライバー）が行われている地

域もある36）．しかしアメリカにおいては，事前に計画されたパーティでも1/4以上においては

指名ドライバーを事前に決めておらず，指名ドライバーのうち多くが飲酒をしていた．従って

この方法により，逆に飲酒運転の危険性を高めてしまうこともある．有効に働くためには，従

来飲酒をしない人が自分の車でパーティまで来て，他の人のために運転を行ってもよいと動機

付けていくことが重要である．飲酒を行っている人を無料で送り届けるサービスを行っている

地域もある．しかこのサービスにおいては，飲酒をした人の車をまた取りに来る必要性がある

場合も多く，サービスの利用を阻む原因となっている37）．飲酒をする場所まで無料のタクシー

チケットを提供し，最初から車で来させないようにするということも有効である．

11．アルコールの消費

アルコールの消費量を減らすことも飲酒運転による事故を予防する上で重要な試みである．

アメリカで，酒税を高くし10％アルコールの値段が高くなったところ，男性で約7％，女性で

約8％飲酒運転率が下がったという報告もある38）．

また飲酒可能な年齢を21歳に引き上げることもアメリカの各州において行われており，若年

の運転手による飲酒運転による死亡事故が減少した．NHTSAによれば，この法律により，1975

年から2002年の間で約20000人の人命が助かったと結論している39）．

B．今後の課題
日本においてはすでに血中アルコール濃度の基準強化を中心とした厳罰化はなされている．

これからの課題としては，厳罰化だけの取り組みだけではなく，飲酒運転を行う個人個人の要

因を重視した教育プログラムや治療プログラムを利用した介入も必要であると思われる．また

懲役刑や免許停止といった処分を強化するのみでは，司法制度にとって過負荷となり，効果も

不十分である．アルコールインターロック装置を使用するといった，自動車そのものへの取り

組み等も組み合わせて行うことにより有効な手段の一つとなりうると考えられる．

C．結論
飲酒運転を予防することは道路安全を守る上で重要なことであり，20世紀の後半に入るまで

は成功していた．しかし低下傾向は，90年代の終わりに入り鈍くなり，水平となってきている．

飲酒運転は非常に危険を伴い，人命を損なう行為である．最も飲酒運転による死亡事故を減ら

す上で有効な手段は，血中アルコールの濃度の基準を厳しくすることであり，ある程度の抑止

力になる．また若年齢層や初心運転者の血中アルコール濃度の基準を，もう一段階厳しくする

ことも有効である．運転免許停止や取り消し処分も行われているが，効果があるのは運転が出

来ない期間のみに限定されており，高リスクの違反者に対しては行動変容をもたらすような治

療プログラムによる介入も有効である．免許停止期間中にも関わらず運転を行う集団が存在す

ることからも，自動車そのものを使用不能にすることやアルコールインターロック装置の取り

付けといった対策も飲酒運転の再犯を防ぎ，飲酒運転による事故を減らす上で有効である．い

ずれにしても対策は単体では効果が弱く，複数の対策を組み合わせて行うことがお互いの効果

を強めることになる．懲役刑や罰金といった厳罰を科すことのみで有効であるように考えられ

ているが，飲酒運転を抑止し再犯を防ぐためには，違反者の背景にある要因に対しての介入と
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いった視点も必要であり，プログラムへの参加を条件に判決を緩和するといった参加に対して

動機付けるような方向での対策も有効である．
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